
 

 

平成３０年４月 

生活指導部 

学校いじめ対策委員会 

学級内で問題やいじめ等があった場合の対応 

本校における PT（プロジェクトチーム） 

○問題やいじめがあった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 担任だけの対応ではなく、当該児童が学校生活を過ごすうえで関りをもつ教員全員で対応します。多人数で

見ることにより迅速な解決を目指しています。 

学年団で話し合う 学年で様子を見る 

生活指導主幹・副校長・校長へ報告 

ＰＴ（project team）を組む。 

校長、副校長２名、生活指導主幹、特別支援

コーディネーター、担任、学年団、専科、委

員会・クラブ担当等 

状況によって判断 

１週間程毎日状況

を生活指導主幹へ

報告する。 

 

問題発生 

問題の懸念 

 

 

・問題が解消されるまでは、毎日ＰＴでミーティング 

・保護者に定期的（１週間ごと）に連絡 

（具体的な児童の様子等） 

・児童の実態把握 

・対応策の検討 

・加害児童への指導、被害児童の見守り 


